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町からのお知らせ、募集など各種情報をお届けします。
№657-2 ■編集　三島町役場 地域政策課

〒 969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下 350　☎ 0241（48）5533
■ホームページ　https://www.town.mishima.fukushima.jpお知らせ版

お知らせ版 657-2 ❶※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。

ごみ収集 A・B 地区の皆様へ
「１１月のごみ収集物変更について」

　11 月のごみ収集物を下記のとおり変更いたします。大変ご迷惑をおかけい
たしますが、ご協力お願いいたします。

問町民課町民係     ☎  ( 48)5555

日　時 11 月 18 日㊋　10：00 ～ 11：30

場　所 町民センター　大ホール

内　容 医療機関との上手な付き合い方

講　師 県立宮下病院　看護部長　押部香澄氏

　　 町民ふくし講座について

　病院の診察の際に、「あまり話を聞いてもらえなかった」「自
身の症状について十分に説明が出来なかった」「医師の言って
いることがよく分からない」と感じた経験をお持ちの方もい
らっしゃるのではないでしょうか。より良い医療を受けるため
には、医療機関と患者側が協力し、関係を築くことが大切だと
思います。

問地域包括支援センター　 ☎（48） 5045

～みんなでつくる　ふだんのくらしのしあわせ～
ポ※

　病状をきちんと把握するために、病院側がどのような情報が欲しいのか等を
知る場として、また、日頃皆さんが不安に思っていることを伝える場として、
講座にご参加いただき一緒に学びましょう。

11 月１日 ペットボトル→４色ビン

11 月８日 ４色ビン→ペットボトル

公用車等売却にかかる入札の実施について
　以下の公用車等の売却にかかる入札を実施します。
　入札に参加される方は、町ホームページまたは教育委員会で配付する入札案
内書をご覧のうえ、期間内に申し込みをお願いします。

共通事項

入札参加申込書受付期間
令和７年 10 月 17 日㊎～
令和７年 10 月 28 日㊋午後５時まで

開 札 日 時 令和７年 11 月７日㊎午前９時

開 札 場 所 三島町町民センター　２階　研修室

問 い 合 わ せ 先 生涯学習課　電話 48-5599

売却物品

物 品 名
車両の状態
※詳細は車両及び入札案内書をご確認ください。

ダ イ ハ ツ 　 ム ー ブ
（軽自動車）

H28 年式、型式 DBA-LA160S、車検切れ
走行距離 128,702km
ボディ各所に傷やひび割れ有
その他経年による不具合有

ヤマハ　スノーモービル
型式 VK540 Ⅳ、走行距離 1,253km
ボディ各所に傷やひび割れ有
その他経年による不具合有

サンワ　ウッドマン
（運搬車）

年式不明、走行距離不明
ボディ各所に傷やひび割れ有
その他経年による不具合有

インフルエンザ・新型コロナウイルス
予防接種について

　10 月よりインフルエンザ及び新型コロナウイルスの予防接種が開始されまし
た。本町は下記の内容で助成制度を設定しましたので、ぜひ、ご利用ください。

１ 実施期間

令和７年 10 月１日～令和８年１月 31 日　休診日除く

４ 実施医療期間

３ 接種方法

２ 対象者・自己負担額

・接種には予約が必要な場合もありますので各医療機関にお問い合わせください。
・接種前に予診票を記入していただく必要があります。予診票は各医療機関、
　または、役場窓口に備えてありますので、ご利用ください。

・各種ワクチンの同時接種や、薬の処方を希望される方は、予め医療機関にお
　問い合わせください。

県内の医療機関

対　象　者
自己負担額

インフルエンザ 新型コロナウイルス
6 か月～ 18 歳 無　料 無　料

① 65 歳以上
② 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓・腎臓・
　呼吸器の機能障害により日常生活活動が極
　度に制限される方､ 及びヒト免疫不全ウイ
　ルスによる免疫の機能障害により日常生活
　がほとんど不可能な方
※医師の診断書や、身体障害者障害程度１級
　相当の手帳の写しなどを用意し、役場、医
　療機関で定期接種用の予診票をお受けとり
　ください。
※生活保護受給の方は自己負担金額が免除さ
　れます。予診票をお送りいたします。

2,000 円

（施設入居者は
1,200 円）

3,000 円

（施設入居者は
1,900 円）

妊婦の方 無　料 無　料

※年齢基準は接種当日です。

問町民課保健福祉係　☎（48）5565

　　 運動で見直す「ならない・悪化しない」
                  心臓病運動講座について
　高血圧や糖尿病、高脂血症、肥満、メタボリック症候群な
どの生活習慣病は全て心臓病の予備軍であり、当町において
も、心臓病を指摘されている方が年々増加傾向となっていま
す。

日 　 時 11 月 14 日㊎　10：00 ～ 11：30
会 　 場 町民センター大ホール
内 　 容

心臓病予防・生活習慣病予防と運動について
運動プログラムの実施

講 　 師 竹田綜合病院　佐藤志保先生（心臓病専門理学療法士）

そ の 他 起床時の血圧を測定してご参加ください。

問地域包括支援センター　☎（48）5045

ポ※

　既に心臓病を指摘されている方は重症化を予防し、生活習慣病を指摘されて
いる方は、心臓病を発症しない為の生活の見直しが大切です。
　ぜひご参加ください。
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みんなで野球を楽しみましょう！！
ふれあい野球教室開催

　野球を体験してみたい方、興味のある方、体を動かしたい方、子どもと一緒
にキャッチボールをしたい方、大歓迎ですのでぜひご参加ください。

【開催日】　11 月 16 日㊐
【時　間】　９：00 ～ 11：30　
【場　所】　三島中学校グラウンド
【対　象】　小学生以上 ( 大人も大歓迎 )
【服　装】　野球のできる服装
【持ち物】　グローブ・帽子・飲み物・タオル

　　　　　( 道具の貸出しも行います )
【参加料】　無料

こちらの申込フォームより
お申し込みください。

※　雨天の場合は「森の校舎カタクリ体育館」で実施予定となりますので、　
　申込みの際に確認した連絡先にご連絡いたします。

主な内容 ( 人数によって変更あり )
　　　　●キャッチボール　●ノック　●フリーバッティング

【主催】ヒートブロウ ( 三島町野球チーム ) ／【後援】三島町公民館・体育協会
【申込期限】11 月 13 日㊍

問三島町公民館　☎（48） 5599

訓 練 生 募 集

募集コース 住宅リフォーム技術科【機械 CAD リノベーション技術コース】

定 　 員 15 名

訓練期間 2026 年１月６日㊋から 2026 年６月 29 日㊊まで（６カ月間）

対 象 者
公共職業安定所に求職登録されている方で、職業訓練の受講が望

ましいと判断された方

受 講 料 無料

募集期間 2025 年 11 月 13 日㊍～ 12 月５日㊎

選 考 日 2025 年 12 月  ９日㊋

「ポリテクセンター会津」

　ポリテクセンター会津では、求職者の方の職業訓練生の募集及び施設見学
会の参加者を以下により募集しています。
　参加希望者の方は、ぜひお問い合わせください。

問ポリテクセンター会津　訓練課　 ☎ 0242（26） 0520

職業訓練（離職者訓練）生募集について

●訓練のお申込み
　最寄りのハローワーク窓口でお申し込みください。
　窓口でご相談のうえ、「受講申込書」（写真（縦 40 ｍｍ×横 30 ｍｍ）１枚貼付）
　をご希望のコースの募集期間内にハローワークへ提出してください。
●訓練の申し込みの前に施設見学会に参加されることをお勧めしています。

施 設 見 学 会

開催日時 毎週㊌　14：00 ～ 15：45（13：30 受付開始）　

そ の 他

・当センターの「職業訓練」について理解していただくことを目的 
  として、毎週開催しています。

・見学後に訓練体験ができます。
・見学会申込みは、最寄りのハローワークまたはポリテクセンター
  会津へご連絡ください。

自動車の移転（変更・抹消）登録は忘れずに！
・ 自動車税種別割は、毎年４月１日現在で、運輸支局に登録されている所有者（割
　賦販売購入の場合は使用者）に課税されます。

・ 例年、「持っていない車の納税通知書が届いた」、「納税通知書が届かない」等
　の問い合わせが数多く寄せられています。

・ 納税通知書が間違いなく届くように、次のような場合は３月末までに運輸支
　局で登録手続きを済ませましょう。
①住所が変わった
②自動車を人に譲った
③廃車にしたなど

問福島県会津地方振興局県税部　課税第二課　☎ 0242（29） 5261

福島県観光関連事業者等誘客促進支援事業
（コンテンツ造成型）補助金について

　福島県では、ふくしまデスティネーションキャンペーン開催を契機としたさ
らなる誘客促進を目的とし、県内の観光関連事業者等が実施する観光コンテン
ツの開発等に関する事業を補助します。

問地域政策課　☎  （48） 5533

１ 募集期間

令和 7 年 10 月 14 日㊋～令和 7 年 11 月 28 日㊎　※ 17 時必着

２ 補助対象者

福島県内に本社又は事業所が所在する観光関連事業者等

３ 補助対象事業

　以下のいずれかに該当するツアー、体験、イベント等で交付決定後、新たに
造成又は、既に造成・販売されている観光コンテンツをさらに深化・改善し、
令和８年４月１日㊌から６月 30 日㊋の期間で実施するものを対象とします。 
①地域に根差したもの 
②早朝・夜間に開催し、観光客の宿泊を促すもの 
③複数地点で展開し、観光客の周遊を促すもの

４ 補助率・補助限度額

新規事業 継続事業

補 助 率 補助対象経費の 4/5 以内 補助対象経費の 2/3 以内

補助上限額
180 万円 
※早朝・夜間に実施し、観光客
の宿泊 を促すものは 200 万円

130 万円 
※早朝・夜間に実施し、観光客
の宿泊 を促すものは 150 万円

５ 補助対象期間

　交付決定の日から令和８年９月 30 日（水）まで 
※補助対象の観光コンテンツは、令和８年４月１日（水）から６月 30 日（火）
の期間での実施が求められます。

６ 提出方法

県 HP（QR 参照）より指定の様式に必要事項を
記載の上、地域政策課へ提出してください。


